
新潟市自主防災組織助成要綱 

 

第１章 総 則  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、新潟市補助金等交付規則（平成１６年新潟市規則第１９号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、自主防災組織（新潟市自主防災組織育成

指導要綱第３条により認定された自主防災組織をいう。以下、同じ）等の助成及び

助成金の交付について、予算の範囲内において助成することについて、必要な事項

を定めるものとする。  

第２章 自主防災組織結成助成  

（結成助成）  

第２条 市長は、自主防災組織が結成され、結成の届出後１年以内に自主的な防災訓

練を実施する場合、当該自主防災組織に対し１組織１回を限度とし、下表のとおり

結成助成を行う。  

結     成     助     成     の     内     容  供与する防災用品  

自主防災組織の加入世帯数に応じ、下の計算式によって

求められた限度点数の範囲内で調達可能な防災資機材を

供与する。ただし、複数の自治会・町内会が加入する自

主防災組織については、構成する自治会・町内会ごとに

下の計算式により限度点数を求め、合計点数を限度点数

とする。  

 

限度点数＝50,000 点＋50 点×加入世帯数  

ただし、１自治会・町内会あたり 70,000 点を限度とする。 

 

 

 

結成時に供与する防災

資機材及び点数は別表

１のとおり  



（防災のぼり旗の助成） 

第３条 市長は、自主防災組織が結成され、結成の届出後１年以内に自主的な防災訓

練を実施する場合、当該自主防災組織に対し１組織１回を限度とし、別図の仕様に

よる防災のぼり旗を２本供与する。ただし、複数自治会・町内会が加入する自主防

災組織については、構成する自治会・町内会ごとに２本供与する。  

（結成助成の申請）  

第４条 結成助成を受けようとする者は、自主防災組織結成助成申請書（別記様式第

１号）に必要事項を記載し、防災訓練実施計画書又は防災訓練実施報告書及びその

他市長が必要と認めるものを添付して市長に提出するものとする。  

（結成助成の決定）  

第５条 市長は、前条による申請書を受理した時は、その内容を審査し適当であると

認めたときは、自主防災組織結成助成決定通知書（別記様式第２号）により申請者

に通知する。  

（返還）  

第６条 市長は、第２条の規定により結成助成を受けた者が、次の各号の一に該当す

る場合は供与物品の全部又は一部を返還させることができる。  

 (1)  供与された防災資機材を防災活動以外の目的のために使用したとき。  

 (2)  提出書類に虚偽の事項を記載する等不正の行為があったとき。 

第３章 自主防災組織活動助成  

（活動助成）  

第７条 市長は、自主防災組織が自主的な防災訓練を実施するうえで必要な防災資機

材の購入等に要する経費に対し、この章の規定に基づき助成金（以下「活動助成金」

という。）を交付するものとする。  

（交付対象及び活動助成金の額）  

第８条 活動助成金の交付対象は、自主防災組織が実施する防災訓練に要する次の各

号に掲げる経費とし、その経費に４分の３を乗じて得た額の活動助成金を交付する

ものとする。  



(1) 防災訓練実施のための資機材購入経費（別表２のとおり）  

(2) その他防災訓練実施のために要する経費（別表３のとおり）  

（新潟市推奨訓練を実施した場合の活動助成金の増額）  

第９条 市長は、別表４に記載された内容の訓練を行う自主防災組織に対して、前条

で規定する活動助成金に加え、 5,000 円を上限として増額し、交付するものとする。

この場合において、構成する自治会・町内会ごとに助成限度額を算定したときは、

構成する自治会・町内会ごとに増額する。 

ただし、交付総額は交付対象経費を超えない範囲内とする。 

（交付基準及び助成限度額）  

第１０条 第８条に基づき交付される活動助成金の交付基準及び助成限度額は、別表

５のとおりとし、活動助成金の額に 100 円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額とする。  

（交付の申請）  

第１１条 活動助成金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者（以下「活動助

成金申請者」という。）は、第８条に規定する活動を実施する日の 14 日前までに、

自主防災組織活動助成金交付申請書（別記様式第３号の１。以下「助成申請書」と

いう。）に必要事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するもの

とする。なお、自主防災組織が第８条に規定する活動を合同で実施する場合はその

代表者が申請できるものとする。  

(1) 防災訓練実施計画書 

(2) 収支予算書  

(3) 参加組織名簿（単独自治会・町内会の場合は不要）  

(4) その他市長が必要と認めるもの  

（事業変更の報告）  

第１２条 活動助成金申請者は、助成事業を中止し又は期日を延期する場合及び助成

事業の内容変更をする場合には、自主防災組織活動助成金変更交付申請書（別記様

式第３号の２。以下「変更助成申請書」という。）に必要事項を記載し、速やかに市



長に報告するものとする。  

（交付の決定通知）  

第１３条 市長は、第１１条の規定による助成申請書又は第１２条の規定による変更

助成申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付する活動助成金の額を決定

する。  

２ 市長は、前項の規定により活動助成金の交付を決定したときは、自主防災組織活

動助成金交付決定通知書（別記様式第４号の１）又は自主防災組織活動助成金変更

交付決定通知書（別記様式第４号の２）により助成申請書又は変更助成申請書を提

出した自主防災組織の代表者に通知する。  

（概算払い）  

第１４条 市長は、必要があると認める場合は、概算払いにより活動助成金を交付す

ることができる。  

（実績報告）  

第１５条 活動助成金申請者は、事業が完了したときは、防災訓練実施後 30 日以内

に自主防災組織活動助成金実績報告書（別記様式第５号の１）又は自主防災組織活

動助成金変更交付申請書兼事業実績報告書（別記様式第５号の２）に次の各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならない。  

 (1) 訓練実施報告書  

 (2) 訓練の実施状況が確認できる写真等  

(3) 参加人員報告書（単独自治会・町内会の場合は不要）  

(4) 収支決算書  

(5)  領収書の原本または写し  

(6) その他  

（確定通知）  

第１６条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは内容の審査等を行い、交付決

定の内容に適合すると認めたときは交付すべき活動助成金の額を確定し、自主防災

組織活動助成金確定通知書（別記様式第６号の１）又は自主防災組織活動助成金変



更交付決定兼確定通知書（別記様式第６号の２）により通知するものとする。  

（返還）  

第１７条 市長は、活動助成金の交付を受けた自主防災組織の代表者が、虚偽その他

不正の手段で活動助成金の交付を受けたときは、活動助成金の全部又は一部の返還

を命ずることができる。 

第４章 防災士育成助成 

（防災士育成助成）  

第１８条 市長は、自主防災組織、コミュニティ協議会、自治会、町内会等、地域で

防災活動を行う組織（以下「地域組織」という。）が当該地域組織において防災リ

ーダーとしての活躍が見込まれる人に対して防災士の資格を取得するために負担

する経費に対し、この章の規定に基づき助成金（以下「防災士育成助成金」という。）

を交付するものとする。 

（防災士の定義）  

第１９条 この要綱において「防災士」とは、自助及び共助を原則として、社会の様々

な場で、減災及び社会の防災力の向上のための活動が期待され、かつ、そのために

十分な意識、知識及び技能を有する人として特定非営利活動法人日本防災士機構

（以下「日本防災士機構」という。）の認証登録を受けた人をいう。  

（防災士資格取得費）  

第２０条 防災士育成助成金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。  

 (1) 日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座の受講料  

 (2) 防災士教本代  

(3) 防災士資格取得試験受験料  

(4) 防災士認証登録料  

(5) 日本防災士機構へ納付する防災士資格取得特例規定による資格取得費用  

（防災士育成助成金の額等）  

第２１条 防災士育成助成金の額は、前条に規定する経費に２分の１を乗じて得た額

とし、資格取得者１人につき 30,000 円を限度とする。  



２ 防災士育成助成金の額に 100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額と

する。  

（交付申請）  

第２２条 防災士育成助成を受けようとする地域組織の代表者（以下「防災士育成助

成金申請者」という。）は、防災士育成助成金交付申請書（別記様式第７号）に必

要事項を記載し、市長が必要と認めるものを添付して市長に提出するものとする。 

（交付条件）  

第２３条 防災士育成助成による資格取得者は、防災士育成助成金の交付申請を行っ

た年度内に日本防災士機構による防災士認証登録を受けることとする。  

  ただし、年度内に認定特定非営利活動法人日本防災士機構に防災士認証登録申請

を行っており、認証登録を受けることが確実と認められる場合は、年度内に認証

登録を受けたものとみなす。  

 （交付の決定通知）  

第２４条 市長は、第２１条の規定による防災士育成助成金交付申請書を受理したと

きは、その内容を審査し、交付する防災士育成助成金の額を決定する。  

２ 市長は、前項の規定により防災士育成助成金の交付を決定したときは、防災士育

成助成金交付決定通知書（別記様式第８号）により防災士育成助成金交付申請書

を提出した地域組織の代表者に通知する。  

（実績報告）  

第２５条 防災士育成助成金申請者は、事業が完了したときは、防災士育成助成金事

業実績報告書（別記様式第９号）に地域組織が防災士資格取得費を負担したこと

を証する書類及び日本防災士機構が発行する防災士認証状又は防災士証の写しを

添付して市長に提出しなければならない。  

（確定通知）  

第２６条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは内容の審査等を行い、交付決

定の内容に適合すると認めたときは交付すべき防災士育成助成金の額を確定し、

防災士育成助成金確定通知書（別記様式第１０号）により通知するものとする。  



（返還）  

第２７条 市長は、防災士育成助成金の交付を受けた地域組織の代表者が、虚偽その

他不正の手段で防災士育成助成金の交付を受けたときは、防災士育成助成金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。  

 （その他）  

第２８条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則  

 （施行期日）  

１ この要綱は、平成 10 年５月 21 日から施行する。  

（要綱の失効）  

２ この要綱の適用期間は令和７年３月 31 日までとする。  

     附 則  

この要綱は、平成 12 年４月１日から施行する。 

     附 則  

（施行期日）  

１   この要綱は平成 17 年４月 1 日から施行する。  

（経過措置）  

２ 平成 16 年４月１日から平成 17 年３月 31 日までに結成の届出をしている自主防

災組織が、結成の届出から 1 年以内に自主的な防災訓練を実施した場合には第２条

に規定する「結成届出後１年以内」のものとみなす。  

 （要綱の失効）  

３ この要綱の結成助成については、平成 23 年３月 31 日にその効力を失う。  

附 則  

この要綱は、平成 23 年４月 1 日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成 24 年４月 1 日から施行する。 

附 則  



この要綱は、平成 25 年４月 1 日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成 26 年４月 1 日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成 27 年４月 1 日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成 28 年４月 1 日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成 29 年４月 1 日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成 30 年４月 1 日から施行する。 

  附 則  

この要綱は、平成 31 年３月 31 日から施行する。 

  附 則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和２年８月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱の施行の日前において、現にこの要綱により活動助成金の対象となり

得る事業を実施している自主防災組織等については、令和２年４月１日以降に実

施した事業について、この要綱による活動助成金の交付を受けられるものとする。 

３ 第１１条に定める交付の申請及び第１５条に定める実績報告にかかる提出期限

は、令和２年４月１日から令和２年８月３１日までに実施の事業については適用

せず、可及的速やかに提出するものとする。  

４ この要綱による活動助成金の助成の取り扱いについては、令和３年３月３１日

までとする。  



  附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 令和２年８月１日改正した活動助成金の助成の取り扱いについては、令和４年

３月３１日までとする。 

附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱の施行の日前において、現にこの要綱により活動助成金の対象となり

得る事業を実施している自主防災組織等については、令和４年４月１日以降に実

施した事業について、この要綱による活動助成金の交付を受けられるものとする。 

３ 第１１条に定める交付の申請及び第１５条に定める実績報告にかかる提出期限

は、令和４年４月１日から令和４年６月３０日までに実施の事業については適用

せず、可及的速やかに提出するものとする。  

４ この要綱による活動助成金の助成の取り扱いについては、令和５年３月３１日

までとする。  

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



別図（第３条関係） 
 

防災のぼり旗 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 複数自治会・町内会が加入する自主防災組織については，連合組織名を入れることが可

能です。 
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別表２（第８条関係） 
防 災 訓 練 用 資 機 材 一 覧 

番号 品  名 番号 品  名 
１ 標旗 １６ 防塵マスク 
２ 腕章 １７ 誘導灯 
３ メガホン １８ なべ・コンロ 
４ 警笛 １９ 二連はしご 
５ ヘルメット ２０ ロープ 
６ バケツ（三角・水） ２１ 救助工具（各種） 
７ 毛布 ２２ 担架 
８ ビニールシート ２３ リヤカー・車いす 
９ 救急セット ２４ 投光機 

１０ 強力ライト ２５ コードリール 
１１ 三角巾 ２６ 三脚 
１２ 添え木（副子） ２７ 発電機（各種） 
１３ 皮手袋 ２８ 消火器 
１４ 携帯ラジオ ２９ 防災ジャンパー 
１５ 土のう ３０ 浄水器 

※その他市長が必要と認めた資機材 
 
 
別表３（第８条関係） 

防 災 訓 練 実 施 に 要 し た 経 費 一 覧  
番号 経費の内容 番号 経費の内容 
１ 非常用食料購入費 ６ テント借上料 
２ ＬＰガス使用料 ７ スモークジュース購入費 
３ コピー等チラシ作成費 ８ ガソリン・灯油購入費 
４ 救助・訓練用木材購入費 ９ 発煙筒購入費 
５ 詰替用消火薬剤費 １０ 損害保険料 

※その他市長が必要と認めた経費 
 

 
 
 
 
 



別表４（第９条関係） 
新 潟 市 推 奨 訓 練 

番号 推奨訓練の種類 
１ 自主防災組織実行力向上訓練 
２ 初動対応力向上訓練 
３ 避難所運営訓練 
４ 学校連携訓練 
５ 避難行動要支援者訓練 

  ※その他市長が推奨する訓練 
 
 
別表５（第１０条関係） 

交 付 基 準 及 び 助 成 限 度 額 

交 付 基 準 
防災訓練 

参加人員数 
助成限度額 

 防災訓練参加人員数に応じて

１組織につき年度１回，助成限度

額の範囲内で助成する。 
ただし，複数自治会・町内会で

の合同訓練と単独自治会・町内会

での訓練を１回ずつ計２回行っ

た組織にはそれぞれの訓練毎に

年度１回ずつ計２回助成する。 

５人～１９人 ５，０００円 

２０人～２９人 １０，０００円 

３０人～３００人 ２０，０００円 

３０１人～５００人 ２５，０００円 

５０１人以上 ３０，０００円 

 
備考 複数の自治会･町内会で構成される自主防災組織の助成限度額は，構成自治会･町内会ごと

の訓練参加人員数に基づき算定した助成金額の合計額又は訓練参加人員数の総数で算定した

助成額のいずれかとする。 
 


